
平成29年３月17日 高鍋町役場 

お知らせ たかなべ                        NO．2,288  

◎毎月第１・３金曜日発行 

◎次回の『お知らせ たかなべ』の発行日は４月７日（金）です 

☆在宅医（在宅医は、午前９時から午後５時までです） 

裏面もご覧ください 

 

●春季キャンプについて    

  期間中、町民の皆さんの温かいご声援をお願いします。 

 ▲団 体 名 北海道科学大学（北海道）   ▲  ３月20日（月・祝）まで  

 ▲練習場所 高鍋町営野球場および小丸河畔運動公園野球場  
 

●人権・なやみごと相談所の開設月の変更について              ※右面に続く。                                      

  現在、毎月開設している人権・なやみごと相談所について、４月から次の通り変更します。 

政策推進課からのお知らせ 

◆本年度の町税の納付はお済みですか。まだの方はお早めに納付をお願いします。 

 

 

 

 

●年度末、年度始めに役場を休日開庁します 

  住民の異動に関する手続きが集中するため、一部の業務について次の通り 

 開庁します。 

 ▲開 庁 日 ３月26日（日）・４月１日（土） 

 ▲開庁時間 午前８時25分～午後５時10分 

 ※窓口業務を含む一部の業務が対象となりますのでご注意ください。 

 ※業務内容など詳しくは、３月17日（金）全戸配布のチラシをご覧ください。 
 

●第26回石井十次賞贈呈式・第35回石井十次生誕記念式典について 

 ▲と  き ４月10日（月）午後１時30分～４時   ▲と こ ろ  高鍋町中央公民館 

 ※生誕記念式典では、小・中・高校生による石井十次顕彰意見発表などが行われます。 

 ※詳しくは、石井十次顕彰会事務局（☎23‐4312）へ。 
 

●西都児湯消費生活相談センターの開設について 

  ４月から西都市・高鍋町・新富町・西米良村・木城町・川南町・都農町が共同で「西都児湯消費 

 生活相談センター」を開設し、地域にお住まいの方の消費生活に関する相談に対応します。 

  相談は無料で、相談内容が外部に漏れることはありません。皆さんの身近な消費生活相談窓口と 

 して、安心してご利用ください。 

 ▲開 設 日 月曜日～金曜日（土日祝日、12月29日から１月３日までを除く） 

 ▲開設時間 午前８時25分～午後５時10分（正午から午後１時までを除く） 

 ▲開設場所 高鍋町役場 町民生活課隣り（１階）   ▲相談電話 ☎23‐2110（４月３日から） 
 

●消防団員の募集について 

  消防団員は、非常勤特別職の地方公務員で、それぞれ自分の仕事を持ちながら有事の際には住民 

 の安心と安全を守る活動をしています。さまざまな職種の方が団員として活躍しており、普段あま 

 り交流することのない人々とつながりが広がる場ともなっています。 

 ▲入団資格 18歳以上の方 

 ▲  ①条例で定める報酬や手当ての支給 ②一定期間以上勤務し退団した際の退職報奨 

       金支給 ③被服の貸与 ④公務災害補償 ほか 

 ※申し込みなど詳しくは、生活安全係（☎26‐2001）へ。 

総務課からのお知らせ 

  

１月 今年累計 

空き巣など １ １ 

乗り物盗難 ３ ３ 

車上狙い・万引き ６ ６ 

 高鍋町の犯罪発生件数  

自転車盗難・車上狙いが増えて

います。鍵かけの徹底を！ 

 
 

 
 

●世界自閉症啓発デーおよび発達障害啓発週間について 

  毎年４月２日は「世界自閉症啓発デー」、４月２日から８日は「発達障害啓発週間」です。町で 

 は、障がいのある方の総合的な相談の窓口として「高鍋町障がい者（児）等基幹相談支援センター」 

 を設置しています。 

 ※詳しくは、障がい福祉係（☎26‐2009）または障がい者（児）等基幹相談支援センター（☎35‐ 

  4611）へ。 

●「高鍋町ママフレ」アプリ版を登録しませんか               ※裏面に続く。 

  スマートフォン向けの無料アプリ「子育てタウン」をダウンロードして高鍋町の郵便番号を登録 

 すると、「高鍋町ママフレ」のアプリ版が閲覧できるほか、高鍋町の子育てに関する情報をリアル 

 タイムで受信することができます。 

福祉課からのお知らせ 

 

  この相談所では、毎日の暮らしの中で起こるさまざまな人権問題についてお悩みの方に、人権擁護 

 委員が丁寧に相談に応じます。相談は無料で、相談者や相談内容の秘密は固く守られます。お気軽に 

 ご相談ください。 

 ▲と  き 偶数月の第２火曜日 午前10時～午後３時   ▲と こ ろ 役場別館会議室（１階） 

 ※６月は６月１日（木）、12月は12月５日（火）に開設します。 

 ※町外の相談所については、３月17日（金）配布の回覧チラシ（黄色）をご覧ください。 
 

●有料広告募集について 
 

 
 

 ①広報たかなべ １号広告（45㎜×90㎜）：10,000円 

         ２号広告（45㎜×180㎜）：20,000円 

 ②高鍋町ホームページ（バナー広告）・高鍋町大時計台（高鍋大橋北） 

  ３カ月：15,000円 ６カ月：27,000円 12カ月：48,000円 

 ※詳しくは、情報政策係（☎26‐2003）へ。 

 
 

 

 

●「高鍋町あんしん見守りネットワーク事業」協力事業者募集について 

  町では、高齢者や子ども、障がい者など支援を必要とする町民を早期に発見し必要な支援を行う 

 ため、地域住民や民間事業者などと連携して地域社会全体で見守る「高鍋町あんしん見守りネット 

 ワーク事業」を実施します。 

  この活動の趣旨に賛同いただき、店頭や配達、訪問などで町民の異変に気付いた場合に、町へ連 

 絡していただける事業者などを募集します。詳しくは、介護・高齢者福祉係（☎26‐2008）へ。 
 

●４月の母子健康手帳交付について 

 ▲と  き ４月７日（金）・21日（金）受け付け：午前９時30分～９時45分 

       ４月14日（金）・28日（金）受け付け：午後１時15分～１時30分 

 ▲と こ ろ 高鍋町健康づくりセンター（☎23‐2323） 

 ▲  個人番号カードまたは個人番号通知カードと身分証明書 

 ※受付終了後、問診と母子保健制度に関する説明を行います。（１時間程度） 

 ※医療機関で妊娠判定を受け、経過が安定している方は早め（妊娠11週頃）に交付を受けましょう。 
 

●「楽々体操教室」に参加してみませんか 

 ▲と  き ４月７日（金）・11日（火）・19日（水）・27日（木） 

       午後１時15分～１時45分  

 ▲と こ ろ 高鍋温泉めいりんの湯 大広間   ▲参 加 料 無料 

 ～まちの保健室について（無料）～ 

  ▲と  き ４月27日（木）午前11時30分～午後２時30分     

  ▲と こ ろ めいりんの湯 大広間   ▲内  容 健康相談・血圧測定など 

 ※詳しくは、介護・高齢者福祉係（☎26‐2008）へ。 

健康保険課からのお知らせ 

３月19日  … 内 ☎22‐2104  … 産・婦   ☎22‐0341 

３月20日 内田医院 … 内 ☎23‐0041  黒木皮膚科 … 皮 ☎23‐0874 

３月26日  … 胃・内・小 ☎22‐3320  山口整形外科 … 整・放・リハ ☎22‐3157 

４月２日 … 小・アレルギー ☎23‐4423  鶴外科胃腸科 … 外・胃腸・肛 ☎23‐2121 

４月９日 … 内・胃 ☎23‐0013  … 泌 ☎22‐3375 



「お知らせたかなべ」は高鍋町のホームページでもご覧いただけます。◎ＵＲＬ http://www.town.takanabe.miyazaki.jp 

編集・発行／高鍋町役場 政策推進課（☎２６‐２００３）    

  現在子育てに携わっている方や妊娠中の方などにとって大変便利なアプリですので、ぜひご登録 

 ください。詳しくは、子ども支援係（☎26‐2010）へ。 

 

 

 

 

●ＪＩＣＡボランティア春募集について  

 ▲募集期間 ３月31日（金）～５月10日（水） 

 ※詳しくは、ＪＩＣＡデスク宮崎（公益財団法人宮崎県国際交流協会内・☎0985‐32‐8457）また 

  はＪＩＣＡのホームページ（http://www.jica.go.jp/volunteer/index.html）をご覧ください。 
 

●平成29年度宮崎県ふるさと就職説明会について（無料） 

 ▲と  き ①大阪：４月９日（日） ②福岡：４月23日（日） ③東京：４月30日（日） 

        午後１時～４時（受け付け：正午から） 

 ▲と こ ろ ①大阪駅前第３ビル ②天神ビル ③ＴＫＰガーデンシティ渋谷 

 ▲対 象 者 Ｕ・Ｉターン就職希望の一般求職者、平成30年３月大学等卒業予定者 

 ※詳しくは、宮崎県雇用労働政策課（☎0985‐26‐7105）へ。 
 

●平成29年度前期技能検定について 

 ▲申請受付 ４月３日（月）～14日（金） ※申請用紙は産業振興課で入手できます。 

 ▲試験期間 ６月５日（月）～９月10日（日）※実施日は宮崎県職業能力開発協会が通知します。 

 ※詳しくは、県のホームページをご覧になるか、県職業能力開発協会（☎0985‐58‐1570）へ。 
 

●平成29年度労働基準監督官採用試験について                  

 ▲受験資格 ①昭和62年４月２日から平成８年４月１日までに生まれた方 

       ②平成８年４月２日以降に生まれた方で次に掲げる方 

       (1)大学を卒業した方または平成30年３月までに大学卒業見込みの方 

       (2)人事院が(1)に掲げる方と同等の資格があると認める方 

 ▲申し込み インターネット受付：３月31日（金）～４月12日（水） 

 ※詳しくは、宮崎労働局総務部総務課人事係（☎0985‐38‐8820）へ。 

産業振興課からのお知らせ 

 

 

 
 

●平成29年度高鍋駅前自動車等駐車場定期券の利用について                    

  現在使用中の定期券（平成28年度分）は、３月31日（金）をもって使用できなくなります。平成 

 29年度定期券の使用を希望する方は、３月31日（金）までに手続きをお願いします。 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

  

 ▲受け付け ３月24日（金）から   ▲受付場所 建設管理課（役場別館２階） 

 ▲  印鑑・使用料・使用する車両情報（防犯登録番号・車体番号・車体の色・標識番号）・ 

       学生証（写し可） 

 ※３月26日（日）、４月１日（土）は建設管理課において定期券の申請受付業務を行います。 

 ※詳しくは、管理係（☎26‐2014）へ。 

建設管理課からのお知らせ 

区   分 自動車 自動二輪車 自転車 原動機付自転車 

一時駐車 

※申請不要 
１日１回につき 400円 200円 50円 130円 

定期使用 
一般 １カ月 4,000円 2,000円 800円 1,600円 

学生 １カ月 3,000円 1,500円 200円 500円 

 

 

 
 

●高鍋町美術館（☎23‐8887）からのお知らせ 

 ①平成28年度高鍋町美術館実技講座生徒作品展 ②第16回高鍋高校ＯＢ美術展 

  ▲と  き ①３月26日（日）まで ②４月１日（土）～９日（日） 

        午前10時～午後５時（入館：午後４時30分まで） 

        ※②の最終日は、午後３時までの観覧となります。   

  ▲休 館 日 ３月28日（火）～31日（金）※展示替えのための臨時休館です。 

        毎週月曜日（祝日の場合は開館、その翌日は休館） 
 
 

●高鍋湿原開園について 

 ▲開園期間 ３月24日（金）～10月31日（火） 

 ▲開園時間 午前８時30分～午後５時（７・８月は午後６時まで開園時間を延長） 

 ※詳しくは、文化係（☎23‐3326）へ。 
 

●高鍋湿原ガイド養成講座の参加者募集について 

 ▲対 象 者 自然（動植物）に関心がある町内在住の健康な方 

 ▲内  容 高鍋湿原に生息する動植物の学習およびガイドの実習 

 ▲申し込み ４月７日（金）までに文化係（☎23‐3326）へ 
 

●平成29年度 自治公民館体育部長研修会について 

 ▲と  き ４月10日（月）午後７時から   ▲と こ ろ 高鍋町体育館 

 ▲内  容 平成29年度社会体育・子ども会行事計画についての説明、実技研修（インディアカ・ 

       ユニホック・スポーツバイキング）  

 ※運動のできる服装・体育館シューズを準備してください。年間行事計画の説明を行いますので、 

  体育部長が欠席する場合は、代理の方の出席をお願いします。 
 

●高鍋スポーツクラブ春休みテニス教室参加者募集について 

 ▲と  き ３月29日（水）午後１時30分～４時30分   ▲対 象 者 小学生以上 

 ▲と こ ろ 高鍋町スポーツセンターテニス場（雨天時：高鍋町総合体育館） ▲定  員 なし 

 ▲申し込み ３月24日（金）午後５時までに参加料（500円）を添えて、高鍋スポーツクラブ事務局 

       （社会教育課内・☎23‐3701）へ 

 ※申込用紙は、社会教育課・高鍋町総合体育館・高鍋町体育館・高鍋町中央公民館・町内各小中学 

  校で入手できます。 
   

●平成29年度高鍋町中央公民館教室合同開講式について 

 ▲と  き ４月３日（月）午後７時から   ▲と こ ろ  高鍋町中央公民館 

 ※高鍋学園・歴史講座・園芸教室・子ども生け花教室・子ども茶道教室生の出席は不要です。 

 ※詳しくは、中央公民館（☎23‐0048）へ。 

社会教育課からのお知らせ 

 

 

 

●公共下水道を使用されている方へ 

  流し台に天ぷら油などの廃油を流したり、トイレに布類やプラスチック製品を絶対に流さないで 

 ください。浄化センターの汚水処理機能に多大な影響が生じています。下水道管が詰まって汚水処理 

 ができなくなる恐れがあります。 

  また、井戸水を使用している家庭は世帯人数により使用料の計算をしますので、人数の変更が生じ 

 た場合には必ず用水等変更届出書により下水道係（☎22‐1601）に届け出てください。 

上下水道課からのお知らせ 

 

 

 
 

●小中学校の春休み期間中にサイレンを吹鳴します                 

 ▲吹鳴期間 ３月25日（土）～４月６日（木） 

 ▲吹鳴時間 外出してもよい時刻：午前10時  

       帰宅しなければならない時刻：午後５時（３月）・６時（４月） 
 

●平成29年度高鍋町育英会奨学生募集について 

 ▲対 象 者 高校生・大学生・大学院生・修業年限２年以上の専門学校生 

 ▲資  格 保護者が町内に２年以上居住していること 

 ▲貸与月額 高校生：15,000円 大学生・大学院生・修業年限２年以上の専門学校生：25,000円 

 ▲募集期間 ４月５日（水）～５月19日（金） ※申請書類は、教育総務課で入手できます。 

 ※詳しくは、町ホームページをご覧になるか、教育総務係（☎23‐0315）へ。 

教育総務課からのお知らせ 


